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〈サービス利用料金（1回あたり）〉 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額等を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご利

用者の要介護度に応じて異なります。） 

○通所介護サービス（７時間以上８時間未満） 

介
護
給
付 

要介護度 
基 本   

(１回あたり) 

１割負担料金

(１回あたり) 

２割負担料金

(１回あたり) 

３割負担料金

(１回あたり) 

要介護１ ６,５８０円 ６５８円 １,３１６円 １,９７４円 

同一建物減算 ▲９４０円 ５６４円 １,１２８円 １,６９２円 

要介護２ ７,７７０円 ７７７円 １,５５４円 ２,３３１円 

同一建物減算 ▲９４０円 ６８３円 １,３６６円 ２,０４９円 

要介護３ ９,０００円 ９００円 １,８００円 ２,７００円 

同一建物減算 ▲９４０円 ８０６円 １,６１２円 ２,４１８円 

要介護４ １０,２３０円 １,０２３円 ２,０４６円 ３,０６９円 

同一建物減算 ▲９４０円 ９２９円 １,８５８円 ２,７８７円 

要介護５ １１,４８０円 １,１４８円 ２,２９６円 ３,４４４円 

同一建物減算 ▲９４０円 １,０５４円 ２,１０８円 ３,１６２円 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

入浴介助加算（Ⅱ） ５５０円 ５５円 １１０円 １６５円 

個別機能訓練加算（Ⅰ･イ） ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

個別機能訓練加算（Ⅰ･ロ） ７６０円 ７６円 １５２円 ２２８円 

個別機能訓練加算（Ⅱ）(月１回) ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

ADL維持等加算（Ⅰ）(月１回) ３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

ADL維持等加算（Ⅱ）(月１回) ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

栄養改善加算(月２回まで) ２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

口腔･栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6ヵ月に 1回) ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

口腔･栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6ヵ月に 1回) ５０円 ５円 １０円 １５円 

若年性認知症利用者受入加算 ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

科学的介護推進体制加算（月１回） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６０円 ６円 １２円 １８円 

送迎減算(片道) ▲４７０円 ▲４７円 ▲９４円 ▲１４１円 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
※①上記算定金額の 1000 分の 90（9.0％）に相当する金額 ※①の１割 ※①の２割 ※①の３割 

 

○通所介護サービス（４時間以上５時間未満） 
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介
護
給
付 

要介護度 
基 本   

(１回あたり) 

１割負担料金

(１回あたり) 

２割負担料金

(１回あたり) 

３割負担料金

(１回あたり)  

要介護１ ３,８８０円 ３８８円 ７７６円 １,１６４円 

同一建物減算 ▲９４０円 ２９４円 ５８８円 ８８２円 

要介護２ ４,４４０円 ４４４円 ８８８円 １,３３２円 

円 同一建物減算 ▲９４０円 ３５０円 ７００円 １,０５０円 

要介護３ ５,０２０円 ５０２円 １,００４円 １,５０６円 

同一建物減算 ▲９４０円 ４０８円 ８１６円 １,２２４円 

要介護４ ５,６００円 ５６０円 １,１２０円 １,６８０円 

同一建物減算 ▲９４０円 ４６６円 ９３２円 １,３９８円 

要介護５ ６,１７０円 ６１７円 １,２３４円 １,８５１円 

同一建物減算 ▲９４０円 ５２３円 １,０４６円 １,５６９円 

入浴介助加算（Ⅰ） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

入浴介助加算（Ⅱ） ５５０円 ５５円 １１０円 １６５円 

個別機能訓練加算（Ⅰ･イ） ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

個別機能訓練加算（Ⅰ･ロ） ７６０円 ７６円 １５２円 ２２８円 

個別機能訓練加算（Ⅱ）(月１回) ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

ADL維持等加算（Ⅰ）(月１回) ３００円 ３０円 ６０円 ９０円 

ADL維持等加算（Ⅱ）(月１回) ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

栄養改善加算(月２回まで) ２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

口腔･栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6ヵ月に 1回) ２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

口腔･栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6ヵ月に 1回) ５０円 ５円 １０円 １５円 

若年性認知症利用者受入加算 ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

科学的介護推進体制加算（月１回） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６０円 ６円 １２円 １８円 

送迎減算(片道) ▲４７０円 ▲４７円 ▲９４円 ▲１４１円 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
※①上記算定金額の 1000 分の 90（9.0％）に相当する金額 ※①の１割 ※①の２割 ※①の３割 
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○第１号通所事業サービス 

総
合
事
業
（
第
１
号
通
所
事
業
） 

 認定要支援度 基本月額 
１割負担月額 

料金 

（※１） 

２割負担月額 

料金 

（※１） 

３割負担月額 

料金 

（※１） 

利用料金 

 

要支援１ １７,９８０円 １,７９８円 ３,５９６円 ５,３９４円 

同一建物減算 ▲３,７６０円 １,４２２円 ２,８４４円 ４,２６６円 

要支援２ ３６,２１０円 ３,６２１円 ７,２４２円 １０,８６３円 

同一建物減算 ▲７,５２０円 ２,８６９円 ５,７３８円 ８,６０７円 

選択加算 

①生活機能向上 

グループ活動加算 １,０００円 １００円 ２００円 ３００円 

②栄養アセスメント加算 ５００円 ５０円 １００円 １５０円 

③栄養改善加算 ２,０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

④口腔機能向上加算(Ⅰ) １,５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

⑤口腔機能向上加算(Ⅱ) １,６００円 １６０円 ３２０円 ４８０円 

⑥一体的サービス提供加算 ４,８００円 ４８０円 ９６０円 １,４４０円 

若年性認知症利用者受入加算 ２，４００円 ２４０円 ４８０円 ７２０円 

事業所評価加算 
（基準に適合した場合、算定） １，２００円 １２０円 ２４０円 ３６０円 

送迎減算(片道) ▲４７０円 ▲４７円 ▲９４円 ▲１４１円 

科学的介護推進体制強化加算（月１回） ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

サービス提供体制強

化加算（Ⅲ） 

要支援１ ２４０円 ２４円 ４８円 ７２円 

要支援２ ４８０円 ４８円 ９６円 １４４円 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
※①上記算定金額の 1000 分の 90（9.0％）に相当する金額 ※①の１割 ※①の２割 ※①の３割 

※１ 第 1 号通所事業の利用料は、月額定額制となります。月のうち１回でもご利用され

ますと、月額合計料金の全額をお支払いいただきます。 

※２ 食費は、月額合計料金とは別に食数分の料金をお支払いいただきます。 

※３ 選択加算は、①～⑥いずれか１つの提供項目分によりお支払いいただきます 

☆前頁の利用料は、介護保険又は竹原市が定める金額であり、これが改定された場合はこ

れら利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい利用料を書面で

お知らせします。 

☆これらは標準的ご利用の場合の一例です。ご利用のサービスの組合せにより金額は 

異なります。 

☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されてい

ない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行

うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
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☆介護保険の給付限度額等を超えたサービスに係るサービス利用料金は、全額自己負担

となります。 

〈介護保険の給付等の対象とならないサービス〉 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

〈サービスの概要と利用料金〉 

①食事の提供（食費） 

ご利用者に提供する食費（食材料費＋調理費）です。 

○利用料金：１食あたり ７２０円 

②付き添いの方の食事代 

ご利用者に付き添いでこられた方への食事代 

○利用料金：１食あたり ７２０円 

③コーヒー代 

  ご利用者及び付き添いの方の希望により提供するブレンドコーヒー代 

○利用料金：１杯あたり １１０円 

④通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用さ

れる場合は、通常の実施地域を超えた地点から、路程１キロメートル当たり３０

円をいただきます。 

⑤レクリエーション、行事等 

ご利用者の希望によりレクリエーションや行事に参加していただくことが 

できます。 

○利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

⑥複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録を閲覧できますが、複写物を必要とす

る場合には実費をご負担いただきます。 

○利用料金：１枚につき１０円（カラーコピー３０円） 

⑦日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負担いた

だくことが適当であるものに係る費用を負担いただきます。 

（４）利用の中止、変更、追加 

○利用予定期間の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又

は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合に

はサービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ

た場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご利

用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日正午までに申し出があ

った場合 
無  料 

利用予定日の前日正午以降当日８：３０

までに申し出があった場合 
食費相当額７２０円 

利用当日８：３０以降に申し出があった

場合及び申し出がなかった場合 

７２０円＋ 

サービス基本額合計の１０％ 

（但し第１号通所事業は月額定額制のためサー

ビス基本額合計の１０％を除く） 

  


